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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子取引アプリケーションにおける注文エントリーのためのグラフィカルユーザインタ
ーフェースを備えるディスプレイデバイスであって、
　前記グラフィカルユーザインターフェースは、１以上のライン部によって定められた第
１のディスプレイ要素（３２０、４１０－４３２、５１０－５４０）を備え、前記第１の
ディスプレイ要素は、第１の注文エントリーパラメータと関連付けられており、
　前記グラフィカルユーザインターフェースは、ユーザインプットデバイスの制御下にあ
るカーソルの位置を監視するように配設され、前記第１の注文エントリーパラメータは、
検出されたユーザの第１注文エントリーアクションに応じてセットされる、ここで第１注
文エントリーアクションは、前記第１のディスプレイ要素を横切るカーソルの動きを含む
が、前記ユーザインプットデバイスの注文エントリーボタンの操作を含まない、ディスプ
レイデバイス。
【請求項２】
　更に、１以上のライン部によって定められた第２のディスプレイ要素（３２０、４１０
－４３２、５１０－５４０）を備え、前記第２のディスプレイ要素は、第２の注文エント
リーパラメータと関連付けられており、
　前記グラフィカルユーザインターフェースは、ユーザインプットデバイスの制御下にあ
る前記カーソルの位置を監視するように配設され、前記第２の注文エントリーパラメータ
は、検出されたユーザの第２注文エントリーアクションと前記第２のディスプレイ要素と
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に応じてセットされる、請求項１に記載のディスプレイデバイス。
【請求項３】
　前記第１のディスプレイ要素は、第１の複数の同一直線上のディスプレイ要素の１つを
有し、前記第２のディスプレイ要素は、第２の複数の同一直線上のディスプレイ要素の１
つを有し、前記第１の複数の同一直線上のディスプレイ要素は、前記第１の注文エントリ
ーパラメータのための第１のセットの値と関連付けられており、前記第２の複数の同一直
線上のディスプレイ要素は、前記第２の注文エントリーパラメータのための第２のセット
の値と関連付けられており、
　前記グラフィカルユーザインターフェースは、第１の注文エントリーパラメータが前記
カーソルと前記第１の複数の同一直線上のディスプレイの１つとの間で検出されたオーバ
ーラップに応じて前記第１のセットの値からの値と共にセットされて、第２の注文エント
リーパラメータが前記カーソルと前記第２の複数の同一直線上のディスプレイの１つとの
間で検出されたオーバーラップに応じて前記第２のセットの値からの値と共にセットされ
るように、前記カーソルの位置を監視するように配設される、請求項２に記載のディスプ
レイデバイス。
【請求項４】
　第３のディスプレイ要素は、注文メッセージを送信するようにコマンドと関連付けられ
ており、
　前記グラフィカルユーザインターフェースは、少なくとも前記第１の注文エントリーパ
ラメータを有する注文メッセージが前記カーソルと前記第３のディスプレイ要素との間で
検出されたオーバーラップに応じて電子取引所に送信されるように、前記カーソルの位置
を監視するように配設される、請求項１～３のいずれか一項に記載のディスプレイデバイ
ス。
【請求項５】
　少なくとも前記第１のディスプレイ要素は、ラインを備え、前記カーソルと前記第１の
ディスプレイ要素との間のオーバーラップは、前記カーソルが前記ラインを横切るときに
検出される、請求項１～４のいずれか一項に記載のディスプレイデバイス。
【請求項６】
　少なくとも前記第１のディスプレイ要素は、複数のライン部によって定められたボーダ
ー（５０４）と注文エントリーゲート（５０６）を有する注文エントリー領域を備え、前
記カーソルが前記注文エントリーゲート（５０６）に入って前記ボーダー内にあるとき、
前記カーソルと各ディスプレイ要素との間で前記オーバーラップを検出するように、前記
ボーダーは前記カーソルの移動をブロックするように形成されている、請求項３または４
に記載のディスプレイデバイス。
【請求項７】
　前記注文エントリーゲートは、前記ユーザインプットデバイスのインプットを使用して
前記注文エントリーゲートを通って前記ボーダー内の前記カーソルの移動を可能にするよ
うに形成される、請求項６に記載のディスプレイデバイス。
【請求項８】
　前記グラフィカルユーザインターフェースは、ユーザの操作に基づいて少なくとも１つ
のディスプレイ要素の位置を動的に変化するように配設される、請求項１～７のいずれか
一項に記載のディスプレイデバイス。
【請求項９】
　前記グラフィカルユーザインターフェースは、前記カーソルの位置、すでにアクティブ
にされたディスプレイ要素の位置、又は前記カーソルの予測された位置のうち１以上に基
づいて少なくとも１つのディスプレイ要素の位置を動的に変化するように配設される、請
求項８に記載のディスプレイデバイス。
【請求項１０】
　少なくとも１つのディスプレイ要素の１以上のライン部は、表示された注文パラメータ
値と関連付けられた領域上に重ねられる、請求項１～９のいずれか一項に記載のディスプ
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レイデバイス。
【請求項１１】
　前記表示された注文パラメータ値は、軸に表示された複数の注文パラメータ値の１つを
有し、前記少なくとも１つのディスプレイ要素は、前記軸のための境界を形成するライン
を有する、請求項１０に記載のディスプレイデバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本特許文書は、電子取引に関する。特に、本特許文書は、電子取引システム内で、取引
可能な対象物、例えば、資産又は商品などの取引又は交換に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子取引は、取引可能な対象物を売買するための電子的にマッチングした注文を含むも
のである。これらの注文は、取引注文と呼ばれ得る。電子取引処理中において、電子取引
所は、一回以上の取引注文の量が一回以上の反対側の取引注文の量にマッチングするよう
に、通常、注文マッチングを行う。例えば、売り注文は、同じ価格での買い注文の反対側
である。同様に、買い注文は、同じ価格での売り注文の反対側である。取引注文のマッチ
ングしない量は、取引注文の量がマッチングするか、又は交換注文ブックから取り除かれ
るまで、交換注文ブック内で保持される。取引注文をマッチングすることに加えて、電子
取引所は、一般的に、申し込んでいる（サブスクライブ）取引デバイスに市場データと取
引確認データを提供するように適合されている。
【０００３】
　一度データがサブスクライブ取引デバイスによって受信されると、取引プラットフォー
ム、即ち取引デバイスの取引ツールは、データをディスプレイ画面に出力し、ユーザ（例
えば、トレーダ）が表示されたデータで情報交換することができる。取引プラットフォー
ムは、ユーザがデータを見て処理し、一回以上の取引注文を行うことを可能にする。電子
取引所で取引注文を行っている処理の間、ユーザは、通常、１以上の注文エントリーパラ
メータを電子取引所に提供する。電子取引所は、注文エントリーパラメータを受信して、
取引注文を交換注文ブックに載せる。時には、取引デバイスのアルゴリズム取引プラット
フォームが、取引注文の態様、例えば、タイミング、価格、又は注文の量を決定するよう
に使用され、若しくは、人の介在なし（又はほとんどなし）で注文を開始するように使用
される。直前で述べた例とは異なり、電子取引所からのデータは、アルゴリズム取引プラ
ットフォームが利用されるとき、ユーザに常に表示しなくてもよい。
【０００４】
　電子取引システムにおける１つ、いくつか、又はすべてのコンポーネントを向上させる
ことは、望ましいことである。
【発明の概要】
【０００５】
　本明細書に記載された実施形態は、様々なデバイス、システム、方法、及びコンピュー
タプログラム生産物を含むものであるが、これらに限定されるものではない。多くのうち
、ほんのわずかの実施形態が、このセクションにまとめられている。
【０００６】
　実施形態では、注文エントリーの方法は、注文エントリーアクションが注文エントリー
ボタンをクリックすることを含まない注文エントリーアクションが実行されたときを検出
すること、注文エントリーアクションと関連付けられた注文エントリーパラメータを識別
するように注文エントリーアクションを分析すること、及び注文エントリーアクションの
検出に応じて、注文エントリーパラメータをセットして送信すること、を含み、注文エン
トリーパラメータが交換システムに送信される。
【０００７】
　実施形態では、プロセッサによって実行するため１つ又はそれ以上の有形メディアの中
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にエンコードされたロジックが提供される。実行されたとき、そのロジックは、注文エン
トリーアクションが注文エントリーボタンをクリックすることを含まない注文エントリー
アクションが行われたことを検出し、注文エントリーアクションと関連付けられた注文エ
ントリーパラメータを識別するように注文エントリーアクションを分析し、及び注文エン
トリーアクションの検出に応じて、注文エントリーパラメータをセットして送信するよう
に動作可能である。注文エントリーパラメータは、交換システムに送信される。
【０００８】
　図は、一実施形態を示している。例えば、様々な実施形態が図で示される配置及び手段
に限定されるべきではない。以下は、図の簡単な説明を提供する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は電子取引処理中に使用され得る電子取引システムの例である。
【図２】図２は電子取引処理中に注文エントリーを行うように実行され得る注文エントリ
ー方法の例である。
【図３】図３は例示的な取引注文アクションである。
【図４】図４は例示的な取引注文アクションである。
【図５Ａ】図５Ａは例示的な取引注文アクションである。
【図５Ｂ】図５Ｂは例示的な取引注文アクションである。
【図５Ｃ】図５Ｃは例示的な取引注文アクションである。
【図６Ａ】図６Ａは例示的な取引注文アクションである。
【図６Ｂ】図６Ｂは例示的な取引注文アクションである。
【図７】図７は例示的な取引注文アクションである。
【図８】図８は例示的な取引注文アクションである。
【図９】図９は例示的な取引注文アクションである。
【図１０】図１０は例示的な取引注文アクションである。
【図１１】図１１は例示的な取引注文アクションである。
【図１２】図１２は例示的な取引注文アクションである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本明細書に記載された様々な実施形態は、注文エントリーに関する。電子取引処理では
、注文エントリーは、１以上の注文エントリーパラメータをセットすること、１以上の注
文エントリーパラメータを送信すること、又は１以上の注文エントリーパラメータをセッ
トすることと送信することの両方、を含む。以下にさらに詳細に記載されるように、様々
な注文エントリーアクション、例えば、注文エントリーラインを横切ってカーソルを移動
させること、カーソルを注文エントリー領域内に移動させること、注文エントリーボタン
を選択すること、又はジェスチャーを行うことが、１以上の注文エントリーアクションを
セットすること、送信すること、又はセットすることと送信することの両方をトリガーす
るように使用されてもよい。本明細書に記載された少なくともいくつかの実施形態は、注
文エントリーアクションを有効にする処理に関する。いくつかの実施形態では、注文エン
トリーアクションが、１以上の注文エントリーパラメータをセットすること、送信するこ
と、又はセットすることと送信することの両方を行うことができる前に、可能となるよう
にしなければならない。
【００１１】
　さらに説明する前に、本明細書に開示された様々な実施形態は、前述の及び以下の記載
又は図に示されるように、設計内容及びコンポーネントの配置にそれらのアプリケーショ
ンが限定されないことは、再度考慮しておく必要があります。その代わりに、前述の記載
、以下の記載、及び図は、単独又は互いに組み合わせられてもよい様々な実施形態の概念
を提示することに重点を置いている。
【００１２】
１．取引システムの例
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　図１は、電子取引システム（“取引システム”）１００を示すブロック図である。取引
システム１００は、取引デバイス１１０、ゲートウェイ１２０、及び電子交換システム（
“交換システム”）１３０を含む。取引システム１００は、追加の、別の、又はより少な
いコンポーネントを含んでもよい。例えば、図１に示して以下にさらに詳細に述べるよう
に、取引システム１００は、サーバサイドデバイス１４０を含んでもよい。別の例では、
取引システム１００は、複数の（例えば、２以上の）取引デバイス１１０、複数のゲート
ウェイ１２０、複数の交換システム１３０、複数のサーバサイドデバイス１４０、又はい
くつかのそれらの組み合わせを含んでもよい。
【００１３】
　取引デバイス１１０は、通信ネットワーク１０２を介してゲートウェイ１２０と通信し
ている。取引デバイス１１０は、通信ネットワーク１０４を介してサーバサイドデバイス
１４０と通信している。ゲートウェイ１２０は、通信ネットワーク１０６を介して交換シ
ステム１３０と、通信ネットワーク１０８を介してサーバサイドデバイス１４０と、通信
している。語句“通信している”は、直接通信及び１以上の中間媒体を介する間接通信を
含んでもよい。
【００１４】
　通信ネットワーク１０２、１０４、１０６、１０８は、ハードウェア（例えば、サーバ
、ルータ、ゲートウェイ、及びスイッチ）、ソフトウェア（例えば、取引アプリケーショ
ン、又は通信アプリケーション）、伝送チャネル（例えば、Ｔ１ライン、Ｔ３ライン、総
合デジタル通信網（ＩＳＤＮ）ライン等）、電気通信網（例えば、データネットワーク、
コンピュータネットワーク、インターネットネットワーク、ワイドエリアネットワーク、
ローカルエリアネットワーク等）、又はいくつかのそれらの組み合わせを含むことができ
る。通信ネットワーク１０２、１０４、１０６、１０８は、有線、無線、又は有線及び無
線の両方のネットワークを含んでもよく、同じ又は別の種類のネットワークであってもよ
い。
【００１５】
　取引デバイス１１０は、パーソナルコンピュータ、ワークステーション、デスクトップ
、ラップトップ、モバイルデバイス、ハンドヘルドデバイス、サーバ、ゲートウェイ、又
は他のコンピュータデバイスである。例えば、取引デバイス１１０は、シカゴのイリノイ
州のトレーディング・テクノロジーズ・インターナショナル・インコーポレイテッドによ
って提供される電子取引プラットフォームである、Ｘ＿ＴＲＡＤＥＲ（登録商標）のコピ
ーを実行するパーソナルコンピュータであってもよい。別の例のように、取引デバイス１
１０は、自動の取引ツール、例えば、トレーディング・テクノロジーズ・インターナショ
ナル・インコーポレイテッドによってまた提供されるＡｕｔｏｔｒａｄｅｒ（登録商標）
又はＡｕｔｏｓｐｒｅａｄｅｒ（登録商標）等を実行するサーバである。さらに別の例で
は、取引デバイス１１０は、デバイスの集合、例えば、互いに組み合わせて動作する、パ
ーソナルコンピュータとサーバである。
【００１６】
　取引デバイス１１０は、通常、ユーザによって、所有され、操作され、制御され、プロ
グラムされ、ユーザによって構成され、又はユーザによって他の物が使用される。本明細
書で使用されるように、語句“ユーザ”は、限定されるものではないが、人（例えば、ト
レーダ等）又は電子取引デバイス（例えば、プロセッサとメモリ又はアルゴリズムの取引
システムを含む）を含んでもよい。１以上のユーザは、所有権、操作、制御、プログラミ
ング、構成、又は他の使用に関与してもよい。
【００１７】
　取引デバイス１１０は、１以上の取引可能な対象物を電子的に取引するように使用され
てもよい。本明細書で使用されるように、語句“取引可能な対象物”は、量及び価格と取
引できる生産物を含む。例示的に取引可能な対象物は、金融商品、例えば、株、オプショ
ン、債券、先物、通貨、ワラント、ファンドデリバティブ、商品、取引されたイベント、
グッズ、又はいくつかのそれらの組み合わせを含む。取引可能な対象物は、“リアル（re
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al）”又は“シンセティック（synthetic）”であってもよい。リアル取引可能な対象物
は、取引所によってリストに記載された生産物である。一方で、シンセティック取引可能
な対象物は、ユーザによって定められた生産物であり、取引所によってリストに記載され
ていない。例えば、シンセティック取引可能な対象物は、取引デバイス１１０を利用する
トレーダによって作成されたリアル（又は他のシンセティック）の生産物の組み合わせ、
例えば、シンセティックスプレッドを含んでもよい。
【００１８】
　１以上の取引可能な対象物を電子的に取引することは、１以上の注文エントリーパラメ
ータをセットすること、１以上の注文エントリーパラメータを送信すること、１以上の注
文エントリーパラメータをセットすることと送信することの両方を含んでもよい。通常で
は、パラメータは、プログラム即ちプログラム内の処理の実行中、特定の値が与えられる
ように変化可能である。パラメータは、例えば、価格値又は量などの値を定めるデータで
ある。より具体的には、注文エントリーパラメータは、取引注文の一部であり、取引注文
と関連付けられており、又は取引注文を定めるように使用されてもよい。例示の手段とし
て、注文エントリーパラメータは、例えば、買われるべき又は売られるべき取引可能な対
象物を定めるパラメータ（以下、“取引可能な対象物パラメータ”）、取引可能な対象物
のための価格を定めるパラメータ（以下、“価格パラメータ”）、取引されるべき取引可
能な対象物の量を定めるパラメータ（以下、“量パラメータ”）、注文タイプを定めるパ
ラメータ（以下、“注文タイプパラメータ”）、又はそれらのいくつかの組み合わせであ
ってもよい。しかしながら、他のパラメータが注文エントリーパラメータとすることもで
きる。
【００１９】
　取引可能な対象物パラメータは、例えば、買うべき又は売るべき１以上の取引可能な対
象物を定める。いくつかの実施形態では、取引可能な対象物パラメータは、例えば、取引
戦略を定める。取引戦略は、例えば、取引されるべき１以上の取引可能な対象物との関係
を定める。例示的な取引戦略は、２以上の別の取引可能な対象物との間で広がる、例えば
、バタフライスプレッド又はカレンダースプレッドである。スプレッド内の取引可能な対
象物は、一般的に互いに異なる。取引可能な対象物は、通常、異なる基本的な生産物（例
えば、トウモロコシ又は大豆）、異なる有効期限（例えば、７月と９月）、異なる基本的
な生産物と異なる有効期限の両方、若しくはその他の異なりを有する。例えば、第１のレ
グ（leg）は、２０１０年７月とうもろこし（ＺＣＮ０）の契約と関連付けられてもよく
、第２のレグ（leg）ディスプレイは、２０１０年９月とうもろこし（ＺＣＵ０）の契約
と関連付けられてもよい。この例では、基本的な生産物（例えば、とうもろこし）は、そ
れぞれの契約では同じであるが、これらの取引可能な対象物は、別の取引可能な対象物で
ある。
【００２０】
　価格パラメータ、例えば、取引可能な対象物又は取引されるべき取引戦略のための価格
又は値（例えば、価格のデリバティブ）を定める。量パラメータは、例えば、取引される
べき取引可能な対象物の量を定める。量パラメータは、取引されるべきユニット、ロット
、又は契約の数を定める。
【００２１】
　注文タイプパラメータは、例えば、取引可能な対象物又は取引戦略が買われるべき又は
売られるべきかどうかを定める。注文タイプパラメータはまた、注文が指値注文、成り行
き注文、又はその他の注文のタイプでもよい。
【００２２】
　取引デバイス１１０は、交換システム１３０に出された又は出るであろう注文と直接的
に又は間接的に関連する、追加の、別の、又はより少ない注文エントリーパラメータをセ
ットすること、送信すること、又はセットし送信することの両方と適合されてもよい。例
えば、取引デバイス１１０は、“買い”を定める第１の注文タイプパラメータと、“成り
行き注文”を定める第２の注文タイプパラメータを送信してもよい。第１と第２のタイプ
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パラメータは、統合して１つのメッセージとしてもよく、又は複数の別のメッセージであ
ってもよい。
【００２３】
　注文エントリーパラメータをセットすることは、選択すること、割り当てること、又は
他の値、例えば、数、文字、語句、価格、量、ビッド、又はバイトを定めることを含んで
もよい。以下にさらに詳細に説明されるように、様々な実施形態において、１以上の注文
エントリーパラメータをセットすることは、１以上の注文エントリーアクションによって
トリガーされてもよい。しかしながら、特定の実施形態では、１以上の注文エントリーパ
ラメータが、デフォルトパラメータとしてセットされる。例えば、取引可能な対象物パラ
メータは、デフォルトパラメータに基づいてセットされてもよい。デフォルトパラメータ
は、ユーザによって行われる選択がない場合にコンピュータプログラムによって自動的に
選択されるパラメータである。取引デバイス１１０は、例えば、取引アルゴリズム又は市
況に基づいて、取引可能な対象物を自動的に選択してもよい。しかしながら、他の状況で
は、取引可能な対象物は、ユーザによって、例えば、取引ツールがどれを選択したかに基
づいて、選択されてもよい。
【００２４】
　１以上の注文エントリーパラメータを送信することは、例えば、１以上の注文エントリ
ーパラメータをゲートウェイ１２０又はサーバサイドデバイス１４０を介して交換システ
ム１３０に送信すること、を含んでもよい。互いに関連する注文エントリーパラメータは
、同時に又は別の時間で、例えば、同じメッセージ又は別のメッセージで送信されてもよ
い。例えば、取引可能な対象物パラメータは、初めて取引戦略デバイス又はサーバサイド
デバイスに送信される価格パラメータと量パラメータに先んじて、又は共に送信されても
よい。取引可能な対象物パラメータは、例えば、サーバサイドデバイスで記憶されてもよ
い。取引可能な対象物パラメータをサーバサイドデバイスですでに使用されているので、
次の受け取る価格と量パラメータが、組み合わせられ、又は取引可能な対象物パラメータ
と共に使用されて交換システムにまとめて送信されてもよい。もし取引可能な対象物パラ
メータに変化が生じた場合、アップデートされた取引可能な対象物パラメータが、その変
化に続く価格と量のパラメータの前に、又は共に、送信されてもよい。他の実施形態では
、価格パラメータが、量パラメータは必ずしも必要ではないが、ゲートウェイ又はサーバ
サイドデバイスに送信される。例えば、価格パラメータが量パラメータに先んじて、共に
、又は後で送信されてもよい。
【００２５】
　注文エントリーパラメータは、ユーザからのリクエストで、又は自動的に送信されても
よい。例えば、トレーダは、特定の取引可能な対象物を注文するために取引デバイス１１
０を利用してもよい。トレーダは、取引注文のための様々なパラメータ、例えば、注文価
格、量、又は価格と量の両方を手動で提供してもよい。別の例として、取引デバイス１１
０は、注文のための１以上のパラメータを自動的に計算して、自動的に注文を送信しても
よい。いくつかの例では、取引デバイス１１０は、送信されるべき注文を準備してもよく
、実際はトレーダからの確認なしにそれを送信することはない。
【００２６】
　図１に示すように、取引デバイス１１０は、バス１１１、プロセッサ１１２、メインメ
モリ１１３、データストレージ１１４、ネットワークインターフェース１１５、ディスプ
レイデバイス１１６、インプットデバイス１１７、及びアウトプットデバイス１１８を含
む。取引デバイス１１０は、追加の、別の、又はより少ないコンポーネントであってもよ
い。例えば、複数のバス、複数のプロセッサ、複数のメインメモリデバイス、複数のスト
レージ、複数のネットワークインターフェース、複数のディスプレイデバイス、複数のイ
ンプットデバイス、複数のアウトプットデバイス、又はそれらのいくつかの組み合わせが
提供されてもよい。別の例では、取引デバイス１１０は、インプットデバイス１１７を含
まなくてもよい。その代わりに、例えば、取引デバイス１１０は、ネットワークインター
フェース１１５を介して外部の又は遠隔操作のインプットデバイスによって制御されても
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よい。
【００２７】
　バス１１１は、取引デバイス１１０内のコンポーネント間の通信データのための、通信
バス、チャネル、ネットワーク、回路、又は他の機構である。バス１１１は、通信的に接
続されて、取引デバイス１１０のいずれかのコンポーネントとの間でデータを伝送しても
よい。例えば、取引アプリケーションのインストールプロセス中、プロセッサ１１２によ
って実行される１以上のコンピュータで読み取り可能な命令が、データストレージ１１４
又はネットワークインターフェース１１５からメインメモリ１１３に伝送されてもよい。
取引デバイス１１０は、メインメモリ１１３に記憶された取引アプリケーションを実行す
るように動作している又は準備しているとき、プロセッサ１１２は、バス１１１を介して
メインメモリ１１３から命令を引き出してもよい。
【００２８】
　プロセッサ１１２は、一般的なプロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ、特定用途向
け集積回路、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ、アナログ回路、デジタル回
路、プログラムされたプロセッサ、それらの組み合わせ、又は他の現在知られている若し
くは後で開発された処理プロセッサであってもよい。プロセッサ１１２は、シングルデバ
イス又はデバイスの組み合わせ、例えば、ネットワーク又は分散型のプロセッサと関連付
けられてもよい。いくつかの処理戦略は、例えば、マルチプロセッシング、マルチタスク
、パラレルプロセッシング、リモートプロセッシング、又は同様のものが使用されてもよ
い。
【００２９】
　プロセッサ１１２は、１以上の有形メディア、例えば、メインメモリ１１３又はデータ
ストレージ１１４内でエンコードされたロジックを実行するように動作可能であってもよ
い。本明細書で使用されるように、１以上の有形メディアの中にエンコードされたロジッ
クは、プロセッサ１１２又は別のプロセッサによって実行可能な命令を含む。ロジックは
、ソフトウェア、ハードウェア、集積回路、ファームウェア、マイクロコード又は同様の
ものの一部として記憶されてもよい。ロジックは、例えば、インターネットと接続される
などの通信ネットワークを介して外部の通信デバイスから受信してもよい。プロセッサ１
１２は、図に示される又は本明細書に記載される機能、動作、又はタスクを行うためのロ
ジックを実行してもよい。
【００３０】
　メインメモリ１１３とデータストレージ１１４は、有形メディア、例えば、コンピュー
タで読み取り可能なストレージメディアであってもよい。コンピュータで読み取り可能な
ストレージメディアは、様々なタイプの揮発性及び不揮発性記憶装置を含んでもよく、ラ
ンダムアクセスメモリに限られず、リードオンリーメモリ、電気的プログラマブルリード
オンリーメモリ、電気的に消去可能なリードオンリーメモリ、フラッシュメモリ、磁気テ
ープ又はディスク、光学メディア、それらのいくつかの組み合わせ、任意の他の現在知ら
れている又は後で開発される有形データストレージデバイスを含む。メインメモリ１１３
とデータストレージ１１４は、単一のデバイス又は、図１に示すように、異なるデバイス
であってもよい。例えば、メインメモリ１１３とデータストレージ１１４に記憶されたデ
ータが、プロセッサ１１３によって引き出されて、処理されてもよいように、メインメモ
リ１１３とデータストレージ１１４は、プロセッサ１１２と隣接してもよく、プロセッサ
１１２の一部であってもよく、プロセッサ１１２と共にプログラムされていてもよく、プ
ロセッサ１１２とネットワーク接続されていてもよく、又はプロセッサ１１２から離れて
もよい。
【００３１】
　メインメモリ１１３とデータストレージ１１４は、同じ又は別のタイプのメモリであっ
てもよい。例えば、一実施形態において、メインメモリ１１３は、ランダムアクセスメモ
リ（ＲＡＭ）とリードオンリーメモリ（ＲＯＭ）の両方を含む。この例では、ＲＡＭは、
プロセッサ１１２によって実行されるべき情報と命令を記憶する動的記憶装置である。Ｒ
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ＡＭはまた、プロセッサ１１２によって実行されるべき命令の実行中に一時的に変更可能
な又は他の中間情報を記憶するために使用されてもよい。ＲＯＭは、プロセッサ１１２の
ための静的情報と命令を記憶するための静的記憶装置である。さらに、データストレージ
１１４は、プロセッサ１１２によって処理されるべき情報とプロセッサ１１２によって実
行されるべき命令を記憶するための磁気ディスク、工学ディスク、又はフラッシュメモリ
であってもよい。
【００３２】
　メインメモリ１１３とデータストレージ１１４は、プロセッサ１１２によって実行され
ることが可能である命令を記憶してもよい。命令は、本明細書で記載された又は図に示さ
れた動作又は機能のうち１以上が実行されてもよい。例えば、命令は、図２に示される動
作のうち１つ、いくつか、又はすべてを行うように実行される。
【００３３】
　ネットワークインターフェース１１５は、一方向又は二方向の通信接続であってもよい
。したがって、ネットワークインターフェース１１５は、通信的に１、２又はさらなる通
信ネットワーク又は通信デバイスと接続してもよい。例えば、バス１１１は、取引デバイ
ス１１０の１つ、いくつか、又はすべてのコンポーネントが、通信ネットワーク１０２と
通信ネットワーク１０４を介してアクセス可能又は通信できるように、ネットワークイン
ターフェース１１５を介して通信ネットワーク１０２と通信ネットワーク１０４と接続さ
れてもよい。加えて、あるいは、ネットワークインターフェース１１５は、他の通信ネッ
トワークを用いてバス１１１と接続されてもよい。ネットワークインターフェース１１５
は、例えば、データ通信接続を提供するように総合デジタル通信網（ＩＳＤＮ）カード又
はモデムであってもよい。別の例として、ネットワークインターフェース１１５は、互換
性のあるＬＡＮ、例えば、インターネットに接続された、データ通信接続を提供するよう
にローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）カードであってもよい。無線リンクもまた実装
されてもよい。ネットワークインターフェース１１５は、様々なタイプの情報を表すアナ
ログ又はデジタルのデータ流を運ぶ電気信号、電磁信号、又は光信号を送信及び受信して
もよい。
【００３４】
　ディスプレイデバイス１１６は、ビジュアルアウトプットデバイス、ブラウン管（ＣＲ
Ｔ）ディスプレイ、電子ディスプレイ、電子ペーパー、フラットパネルディスプレイ、発
光ダイオード（ＬＥＤ）ディスプレイ、エレクトロルミネッセントディスプレイ（ＥＬＤ
）、プラズマディスプレイパネル（ＰＤＰ）、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、薄膜トラン
ジスタディスプレイ（ＴＦＴ）、有機発光ダイオードディスプレイ（ＯＬＥＤ）、表面伝
導型電子放出素子ディスプレイ（ＳＥＤ）、レーザテレビ、カーボンナノチューブ、ナノ
液晶ディスプレイ、ヘッドマウントディスプレイ、プロジェクタ、３次元ディスプレイ、
透明ディスプレイデバイス、又は他の現在知られている又は後で開発されたディスプレイ
であってもよい。
【００３５】
　ディスプレイデバイス１１６は、取引画面を表示するように適合される。取引画面は、
トレーダが、電子取引動作、例えば、注文エントリーパラメータをセットすること又は注
文エントリーパラメータを送信することを行うことができる電子取引インターフェースで
ある。取引画面は、市場データを見るために使用されてもよい。取引画面はまた、これら
と追加のアクションを自動化してもよい。取引画面は、取引アプリケーションによって提
供されてもよい。例えば、操作中、Ｘ＿ＴＲＡＤＥＲＴＭが、ワーキング注文とビッド量
及びアスク量が価格レベルのリストと関連して表示される、ＭＤ　ＴＲＡＤＥＲ（登録商
標）と呼ばれる、電子取引インターフェースを提供してもよい。
【００３６】
　取引画面は、１以上の取引ツールを表示する。取引ツールは、電子取引を可能にし、補
助し、容易にする電子ツールである。例示的な取引ツールは、限定されるべきではないが
、チャート、取引ラダー、注文エントリーツール、自動化された取引ツール、自動化され
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たスプレッドツール、リスク管理ツール、注文パラメータツール、注文エントリーシステ
ム、マーケットグリッド、フィルウィンドウ、市場注文ウィンドウ、それらの組み合わせ
、取引する、取引の準備をする、又は取引の管理をするために使用される他の電子ツール
を含む。
【００３７】
　取引画面は、市場情報を表示してもよく、インタラクティブであってもよい。インタラ
クティブ取引画面は、例えば、取引画面を使用して行うべき１以上の取引アクションを可
能にしてもよい。例えば、以下に記載されるように、インタラクティブ取引画面は、１以
上の注文エントリーアクションを使用して１以上の注文エントリーパラメータがセットさ
れること、送信されること、又はセットされて送信されることを可能にしてもよい。ディ
スプレイデバイス１１６又はインプットデバイス１１７は、例えば、取引画面を用いてや
りとりを行うように使用されてもよい。
【００３８】
　インプットデバイス１１７は、例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、タッチ
スクリーン、トラックボール、キーパッド、ジョイスティック、又は信号を入力するため
の他のデバイスであってもよい。インプットデバイス１１７は、例えば、プロセッサ１１
２にコマンド選択を提供するように使用してもよい。例えば、インプットデバイス１１７
は、取引画面に表示されたカーソルを制御するように使用されるマウスであってもよい。
マウスは、選択と制御をするための１以上のボタンを含んでもよい。同様に、アウトプッ
トデバイス１１８は、例えば、キーボード、マウス、スピーカー、タッチスクリーン、ト
ラックボール、キーパッド、触覚デバイス又はシステム、ジョイスティック、又は信号を
アウトプットするための他のデバイスであってもよい。アウトプットデバイス１１８は、
例えば、１以上の信号、例えば、触覚信号又は音声信号、をユーザに出力するように使用
される。
【００３９】
　ゲートウェイ１２０は、取引デバイス１１０と交換システム１３０と通信するように適
合されており、クライアントデバイス１１０とサーバサイドデバイス１４０と交換システ
ム１３０との間の通信を容易にできる。例えば、ゲートウェイ１２０は、クライアントデ
バイス１１０からの取引注文を受信して、取引注文を交換システム１３０に伝送してもよ
い。別の例として、ゲートウェイ１２０は、交換システム１３０からの市場データを受信
して、取引デバイス１１０に市場データを伝送してもよい。
【００４０】
　ゲートウェイ１２０は、クライアントデバイス１１０と交換システム１３０との間で通
信されたデータの処理を行っている。例えば、ゲートウェイ１２０は、取引デバイス１１
０から受信した取引注文を交換システム１３０によってアクセス可能なデータ形式に処理
してもよい。同様に、ゲートウェイ１２０は、交換システム１３０から受信した取引所特
有の形式の市場データを取引デバイス１１０によって理解される形式に変換してもよい。
処理は、プロトコル翻訳又は変換を含んでもよい。ゲートウェイ１２０の処理はまた、例
えば、取引デバイス１１０から注文をトラッキングすること、及び交換システム１３０か
ら受信したフィル確認に基づいて注文の状態をアップデートすることを含んでもよい。別
の例として、ゲートウェイ１２０は、１以上の交換システムからの市場データをまとめて
、それを取引デバイス１１０に提供してもよい。
【００４１】
　一般に、交換システム１３０は、取引所によって所有され、操作され、制御され、又は
使用され得る。例示的な取引所は、ロンドン国際金融先物取引所（“ＬＩＦＦＥ”）、シ
カゴ商品取引所（“ＣＢＯＴ”）、及びシカゴマーカンタイル取引所（“ＣＭＥ”）を含
む。交換システム１１０は、例えば、取引所によって取引を申し込まれた、取引可能な対
象物が売買されることを可能にする、コンピュータ、サーバ、又は他のコンピュータデバ
イスなどの電子マッチングシステムであってもよい。
【００４２】
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　交換システム１３０は、取引注文の量と、注文フィル又は部分的フィルとなり得る別の
取引注文の量とマッチするように適合される。取引注文は、１以上の注文エントリーパラ
メータを含んでもよい。マッチングの目的のため、交換システム１３０は、取引注文をマ
ッチするように適合されたマッチングエンジンを含んでいる。交換システム１３０は、１
以上の取引可能な対象物を売買するように取引注文をマッチするように適合される。取引
可能な対象物は、交換システム１３０によって取引するためにリストに載せられてもよい
。取引注文は、クライアントデバイス１１０から、又はサーバサイドデバイス１４０から
受信されてもよい。取引注文はまた、例えば、ゲートウェイ１２０を介してクライアント
デバイス１１０から受信してもよい。さらに、取引注文は、交換システム１３０と通信し
て他のデバイスから受信してもよい。一般的に、交換システム１３０は、マッチされるべ
き注文をまた提供する、様々な他のクライアントデバイス（クライアントデバイス１１０
と同様であってもよい）と通信するであろう。
【００４３】
　さらに、交換システム１３０は、市場データを提供するように適合される。市場データ
は、例えば、ゲートウェイ１２０を介してクライアントデバイス１１０に提供されてもよ
い。一度受信されると、取引デバイス１１０は、市場データを処理して表示してもよい。
表示される場合、市場データは、例えば、取引画面の一部分として、ディスプレイデバイ
ス１１６に表示されてもよい。
【００４４】
　前述したように、取引システム１００は、サーバサイドデバイス１４０を含んでもよい
。サーバサイドデバイス１４０は、サーバ、ゲートウェイ、パーソナルコンピュータ、遠
隔処理デバイス、それらの組み合わせ、又は他のコンピュータデバイスであってもよい。
例えば、サーバサイドデバイス１４０は、トレーディング・テクノロジーズ・インターナ
ショナル・インコーポレイテッドによって提供される、ＡｕｔｏｓｐｒｅａｄｅｒＴＭ又
はＡｕｔｏｔｒａｄｅｒＴＭなどの自動化された取引ツールを動作するサーバであっても
よい。ゲートウェイ１２０と共にサーバは、交換システム１３０で、交換システム１３０
内に、交換システム１３０の周りに、又は交換システム１３０の近くに物理的に配置され
ていてもよいが、自動化された取引ツールは、取引デバイス１１０を使用して制御されて
もよい。
【００４５】
　サーバサイドデバイス１４０は、取引デバイス１１０よりも交換システム１３０の近く
に物理的に配置された場所で処理を提供してもよい。したがって、取引デバイス１１０の
動作又は機能のすべて、取引デバイス１１０の動作又は機能のいくつか、ゲートウェイ１
２０、あるいは、取引デバイスとゲートウェイデバイスの両方が、サーバサイドデバイス
１４０によって行われてもよいし、取引デバイス１１０の動作又は機能が行われなくもよ
い。例えば、交換システム１３０は、取引デバイス１１０によって制御されたＸ＿ＴＲＡ
ＤＥＲＴＭのコピーを実行していてもよい。
【００４６】
　サーバサイドデバイス１４０は、通信ネットワーク１０６を介してゲートウェイ１２０
と通信し、接続されてもよい。サーバサイドデバイス１４０は、１以上の注文エントリー
パラメータを受信してもよい。交換システム１３０は、例えば、ゲートウェイ１２０を介
して交換システム１３０に取引注文を送信してもよい。取引注文は、取引デバイス１１０
から受信された注文エントリーパラメータのうち１以上を含んでもよい。サーバサイドデ
バイス１４０はまた、交換システム１３０を用いて取引注文を実行するように適合されて
もよい。取引注文を実行することは、取引注文を発信すること、取引注文を再クォートす
ること、取引注文をキャンセルすること、ヘッジ注文を送信すること、取引注文を管理す
ること、又は他のそれらの組み合わせを含んでもよい。
【００４７】
　いくつかの実施形態において、サーバサイドデバイス１４０は、交換システム１３０と
直接通信するように適合されていてもよく、ゲートウェイ１２０なしで交換システム１３
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０と通信可能であってもよい。
【００４８】
　さらに説明する前に、取引システム１００は、例示的な実施形態として提供されている
ことに注意すべきである。構成及び配置は、正確な実装に応じて変更してもよい。例えば
、構成及び配置は、電子取引所の要件に応じて変更してもよい。さらに、他の現在知られ
ている又は後で開発されるコンポーネントが取引システム１００に組み込まれてもよい。
【００４９】
２．注文エントリー方法
　図２は、注文エントリー方法２００の例を示す。注文エントリー方法２００は、図１の
システム１００又は別のシステムを用いて、実装されている。例えば、特定の実施形態に
おいて、注文エントリー方法２００における動作のうち１つ、いくつか、又はすべてが、
図１の取引デバイス１１０によって実行される。
【００５０】
　注文エントリー方法２００は、１以上の注文エントリーアクションを検出すること２１
０、１以上の注文エントリーアクションが有効かどうか決定すること２２０、１以上の注
文エントリーアクションを分析すること２３０、１以上の注文エントリーパラメータをセ
ットすること２４０、１以上の追加の注文エントリーパラメータを収集すること２５０、
及び１以上の注文エントリーパラメータ２６０を送信すること２６０を含んでもよい。し
かしながら、注文エントリー方法２００は、追加の、別の、より少ない動作を含んでもよ
い。例えば、注文エントリー方法２００は、動作２５０を含まなくてもよい。別の例にお
いて、動作２５０及び２６０は、注文エントリー方法２００に含まれなくてもよい。
【００５１】
　動作は、図２に示される順序又は異なった順序で行われてもよい。例えば、動作２１０
は、動作２２０の後又は同時に行われてもよい。別の例において、動作２５０は、同時又
は動作２３０又は動作２４０の前に行われてもよい。
【００５２】
　動作２１０において、取引デバイス、例えば、図１の取引デバイスは、１以上の注文エ
ントリーアクションを検出してもよい。以下にさらに述べるように、１以上の注文エント
リーアクションを検出することは、カーソルが注文エントリーラインを横切って移動する
ときに検出すること、カーソルが注文エントリー領域内へ移動させられ、注文エントリー
ボタンがアクティブにされること（例えば、押し下げられる、開放する、又は両方）；注
文エントリージェスチャーが行われること、又はいくつかのそれらの組み合わせを含んで
もよい。
【００５３】
　動作２２０において、取引デバイスは、１以上の注文エントリーアクションが有効かど
うかを決定する。１以上の注文エントリーアクションが有効であるイベントにおいて（図
２における“有効”）、注文エントリー方法は、動作２３０に進む。そうでなければ、１
以上の注文エントリーアクションが有効でないイベントにおいて（図２における“有効で
ない”）、注文エントリー方法２００は、動作２１０に戻って続行する。あるいは、注文
エントリー方法は、動作２２０の直前に戻って続行してもよい。
【００５４】
　注文エントリーアクションが有効であるとき、注文エントリーアクションを行うことは
、例えば、１以上の注文エントリーパラメータをセットすること、１以上の注文エントリ
ーパラメータを送信すること、又は１以上の注文エントリーパラメータをセットすること
と送信することの両方など、成果を生み出す。しかしながら、注文エントリーアクション
が有効でないイベントにおいて、注文エントリーアクションを行うことは成果を生じない
。例えば、特定の実施形態において、注文エントリーアクションが有効でないとき、注文
エントリーアクションは引き続き行うことができるが、パフォーマンスは成果を生じない
であろう。例示として、注文エントリーアクション、例えば、注文エントリーラインを横
切ることが有効でないと、カーソルは未だ注文エントリーラインを横切って移動してもよ
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い；しかしながら、結果、例えば、注文エントリーパラメータをセットすることは、完了
できない。
【００５５】
　しかしながら、いくつかの実施形態において、もし注文エントリーアクションが有効で
ない場合、ユーザは注文エントリーアクションを行うことを防止してもよい。例示として
、以下にさらに詳細に述べるように、注文エントリー領域は、注文エントリーゲートを有
してもよい。注文エントリーゲートは、例えば、注文エントリーアクションが有効でない
とき、注文エントリー領域にアクセスすることを防止するように、閉じていてもよい。し
かしながら、注文エントリーアクションが有効なとき、注文エントリーゲートが開いても
よく、カーソルが注文エントリー領域内へ移動してもよい。
【００５６】
　動作２３０において、取引デバイスは、１以上の注文エントリーアクションを分析する
。１以上の注文エントリーアクションを分析することは、１以上の注文エントリーアクシ
ョンを１以上の注文エントリーパラメータにマッピングすることを含んでもよい。注文エ
ントリーアクションは、１以上の注文エントリーパラメータと関連付けられてもよく、セ
ットされるべき、送信されるべき、又はセットと送信の両方されるべき１以上の注文エン
トリーパラメータを識別するように使用されてもよい。例えば、注文エントリーラインは
、特定の価格パラメータ及び注文タイプパラメータと関連付けられてもよい。カーソルが
注文エントリーラインを横切るとき、取引デバイスは、特定の価格パラメータと注文タイ
プパラメータを識別するように適合されてもよい。
【００５７】
　動作２４０において、取引デバイスは、１以上の注文エントリーパラメータをセットす
る。１以上の注文エントリーパラメータをセットすることは、例えば、フォーマットする
ことによって、使用するための準備をすること、又は別の方法で１以上の注文エントリー
パラメータを送信する準備をすることを含んでもよい。注文エントリーパラメータをセッ
トすることは、パラメータのための値を定めることを含んでもよい。例えば、価格値（例
えば、９４）などの値は、価格パラメータのために定められてもよい。他の値は、他のパ
ラメータのために定められてもよい。さらに、あるいは、１以上の注文エントリーパラメ
ータをセットすることは、１以上の注文エントリーパラメータをメッセージ又はポケット
に入れることを含んでもよい。
【００５８】
　動作２５０において、取引デバイスは、１以上の追加の注文エントリーパラメータを得
る。１以上の追加の注文エントリーパラメータを得ることは、受信すること、要求するこ
と、引き出すこと、又は別の１以上の注文エントリーパラメータを得ること、を含んでも
よい。特定の実施形態において、１以上の追加の注文エントリーパラメータは、プリセッ
ト値である。本明細書で使用されるように、プリセットパラメータは、デフォルトパラメ
ータ又は１以上の注文エントリーアクションが行われる前にセットされるパラメータであ
ってもよい。プリセットパラメータは、メモリに記憶される。例えば、対象物定義パラメ
ータは、例えば、取引ツールが操作のために選択されたときにプリセットパラメータであ
ってもよい。取引ツールは、特定の取引可能な対象物と関連付けられてもよい。したがっ
て、取引ツールが選択されたとき、対象物定義パラメータは、例えば、特定の取引可能な
対象物を定めるようにセットされてもよい。対象物定義パラメータは、例えば、それは取
引ツールを使用してセットされる各注文エントリーパラメータと関連付けられるので、プ
リセットパラメータと言われ得る。
【００５９】
　動作２６０において、取引デバイスは、１以上の注文エントリーパラメータを、例えば
、サーバサイドデバイス、交換システム、メモリ、又は他の通信デバイスに送信する。１
以上の注文エントリーパラメータは、動作２４０においてセットされた１以上の注文エン
トリーパラメータ、動作２５０において得られた１以上の追加の注文エントリーパラメー
タ、又はそれらの組み合わせを含んでもよい。
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【００６０】
　特定の実施形態において、取引デバイスは、１以上の注文エントリーパラメータを図１
の交換システム１３０などの、交換システムを用いて取引注文を出すように適合された、
図１のサーバサイドデバイス１４０などの、サーバサイドデバイスに送信する。サーバサ
イドデバイスは、取引デバイスからの１以上の注文エントリーパラメータを受信して、１
以上の注文エントリーパラメータを使用して取引注文を生成してもよい。取引注文を生成
するとき、サーバサイドデバイスは、取引デバイスから受信された１以上の注文エントリ
ーパラメータとサーバサイドデバイスに記憶された１以上の注文エントリーパラメータと
組み合わせてもよい。一度生成されると、サーバサイドデバイスは、取引注文を、例えば
、ゲートウェイなどの、１以上の中間コンポーネントを介して、交換システムに発信する
。あるいは、取引注文は、交換システムに直接発信されてもよい。
【００６１】
　特定の実施形態において、取引デバイスは、１以上の注文エントリーパラメータを、例
えば、ゲートウェイ１２０などの、ゲートウェイを介して、交換システムに送信してもよ
い。１以上の注文エントリーパラメータは、取引注文の形式で交換システムに送信されて
もよい。取引デバイスは、１以上の注文エントリーパラメータを含む取引注文を生成して
送信してもよい。
【００６２】
　特定の実施形態において、取引デバイスは、１以上の注文エントリーパラメータをロー
カル又はリモートストレージデバイスに送信してもよい。１以上の注文エントリーパラメ
ータは、例えば、取引デバイスの近くに、又はリモートデータストアで記憶されてもよい
。例えば、１以上の注文パラメータは、ネットワークインターフェース１１５を介して、
図１のメインメモリ１１３又はデータストレージ１１４、若しくはリモートデータストア
に送信されてもよい。
【００６３】
３．注文エントリーアクション
　前述したように、様々な実施形態において、取引デバイス１１０は、１以上の注文エン
トリーパラメータをセットする、１以上の注文エントリーパラメータを送信する、又は１
以上の注文エントリーパラメータをセットすると送信するとの両方をするように適合され
る。１以上の注文エントリーパラメータをセットすること、送信すること、又はセットす
ることと送信することの両方は、例えば、１以上の注文エントリーアクションに応じて、
又は基づいて行われる。注文エントリーアクションは、例えば、トレーダによって行われ
る又は開始されるアクションであってもよい。例示的な注文エントリーアクションは、限
定されるべきではないが、注文エントリーラインを交差してカーソルを移動すること、カ
ーソルを注文エントリー領域内へ移動させること、注文エントリーボタンを押すこと、又
はジェスチャーを行うことを含む。１以上の注文エントリーパラメータをセットするとき
、送信するとき、又はセットして送信するとき、他の注文エントリーアクションが行われ
てもよい。
【００６４】
　以下にさらに詳細に記載するように、図３－図１３は、例示的な注文エントリーアクシ
ョンを示す。より具体的には、図３と図４は、注文エントリーラインを横切ってカーソル
を移動させることが注文エントリーアクションである様々な実施形態を示す。図５と図６
は、注文エントリー領域内へカーソルを移動することが注文エントリーアクションである
様々な実施形態を示す。図７と図８は、注文エントリーボタンをアクティブにすることが
注文エントリーアクションである様々な実施形態を示す。図９－図１３は、ジェスチャー
を行うことが注文エントリーアクションである様々な実施形態を示す。
【００６５】
Ａ．注文エントリーライン
　図３は、取引画面３００の例である。取引画面３００は、カーソル３１０と注文エント
リーライン３２０を含む。様々な実施形態において、取引画面３００は、追加の、別の、
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又はより少ないコンポーネントであってもよい。例えば、図３に示されて、以下にさらに
詳細に説明するように、取引画面３００は、追加の注文エントリーライン、例えば、注文
エントリーライン３３０、注文エントリーライン３４０、注文エントリーライン３５０、
又は任意の他のそれらの組み合わせ、を含んでもよい。別の例において、図３に示すよう
に、取引画面３００は、１以上の取引ツール、例えば、価格軸３６０、ビッド量軸３７０
、アスク量軸３８０、又は任意のそれらの組み合わせを含む。価格軸３６０、ビッド量軸
３７０、及びアスク量軸３８０は、まとめて市場深度取引ツールと呼ばれ得る。市場深度
取引ツールは、取引可能な対象物のための注文を出して、特定の価格レベルで市場深度を
表示するように使用されてもよい。他の取引ツール、例えば、チャート、パラメータフィ
ールド、最後に取引された量軸、注文エントリー軸、又は注文エントリーに関連する他の
取引ツールが、取引画面３００に含まれてもよい。
【００６６】
　取引画面３００と同様に、取引画面３００内に含まれるコンポーネントとツールは、例
えば、図１のディスプレイデバイス１１６又は別のディスプレイデバイス上に表示されて
もよい。
【００６７】
　カーソル３１０は、ユーザによって、例えば、図１のインプットデバイス１１７又は別
のインプットデバイスなどの、インプットデバイスを使用して制御される。カーソル３１
０は、テキストインプット又はポインティングデバイスからのインプットに反応するディ
スプレイデバイス上に位置を示すように使用されるポインタ又は他のインジケータであっ
てもよい。カーソル３１０は、取引画面３００の一部として表示されて、注文エントリー
パラメータをセットする、送信する、又は両方をするようにユーザによって制御される。
１つのカーソルが示されているが、同じ又は別の注文エントリーアクションを行うように
使用され得る複数のカーソルも可能である。
【００６８】
　操作中、ユーザはカーソル３１０を（例えば、インプットデバイスを使用して）注文エ
ントリーライン３２０、３３０、３４０、３５０のうち１つ以上を横切って移動させる。
前述したように、注文エントリーラインは、１以上の注文エントリーパラメータをセット
する、送信する、又はセットすると送信するとの両方をするように使用されてもよい。し
たがって、各注文エントリーラインは、１以上の注文エントリーパラメータをセットする
こと、１以上の注文エントリーパラメータを送信するためのコマンド、又は両方と関連付
けられてもよい。例えば、図３の例において、注文エントリーライン３２０は、“９４”
の価格値（例えば、価格軸３６０に示される）でのアスクと関連付けられており、注文エ
ントリーライン３３０は、“９５”の価格値でのアスクと関連付けられており、注文エン
トリーライン３４０は、“９６”の価格値でのビッドと関連付けられており、及び注文エ
ントリーライン３５０は、“９７”の価格値でのビッドと関連付けられている。この関連
付けは、インサイドマーケットが手動又は自動で、再度中心に置かれる又は再配置された
場合に変更できる。
【００６９】
　ユーザは、注文エントリーライン３２０を横切って又は超えてカーソル３１０を移動す
るとき、星３１２によって示されるように、価格パラメータが９４の価格値にセットされ
てもよく、注文タイプパラメータが“買い”にセットされてもよい。注文タイプパラメー
タは、選択されたインサイドマーケットに関連する価格レベルの位置のために“買い”に
セットされる。例えば、インサイドマーケットが“９４”の価格レベルを下回ったので、
注文タイプパラメータは、“買い”にセットされる。なお、他の関係は、注文タイプパラ
メータをセットするために使用されてもよい。しかしながら、他の実施形態において、注
文タイプパラメータは、デフォルトパラメータであってもよい。価格パラメータと注文タ
イプパラメータは、１以上の追加の注文エントリーパラメータと組み合わせられて、それ
ら自身によって送信されてもよい。例えば、価格パラメータと注文タイプパラメータは、
プリセット量パラメータと組み合わせられてもよい（例えば、ともに送られてもよい）。
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量パラメータは、価格と注文タイプパラメータがセットされる前、同時、又は後にテキス
トフィールド内に定められてもよい。パラメータをセットする注文エントリーラインを横
切っていることが、任意の方法で、視覚的に、又は聴覚的に、若しくは他の方法で表示さ
れてもよい。注文エントリーラインを横切っていることの結果として、パラメータの値が
、視覚的にインターフェース上に任意の方法で表示される、又は聴覚通知を介して示され
てもよい。
【００７０】
　カーソルが注文エントリーライン３２０を横切ることに反応して、価格と注文タイプパ
ラメータがセットされるが送信されないイベントにおいて、その注文エントリーラインの
例は、セットするが送信しないように形成されているので、その後、ユーザは、注文エン
トリーパラメータの送信を開始するようにカーソル３１０を使用してもよい。例えば、送
信ボタンは、注文エントリーパラメータのすべて、いくつかを送信するように、又は注文
エントリーパラメータのいずれも送信されないように選択（押される）され得る。注文エ
ントリーパラメータは、例えば、サーバサイドデバイス、又は交換システムに接続された
ゲートウェイに送信され得る。注文エントリーボタンは、セットされた後の任意の時間で
送信されるように選択され得る。
【００７１】
　さらに説明する前に、取引画面３００又は様々なコンポーネントは、図３に示されるよ
うに又は別の構成を使用して表示されてもよい。より具体的に、１つ、いくつか、又はす
べての注文エントリーラインが、垂直に、水平に、任意の角度で、又はいくつかのそれら
の組み合わせで表示されてもよい。同様に、列構成に表示される（例えば、互いの上部に
積み上げられる）代わりに、注文エントリーラインは、部分的に又は全体に１列に並んで
（例えば、互いに隣接して）、取引画面の別のコーナーで、又は別の列、行、又は列と行
の両方に沿って配置されてもよい。
【００７２】
　さらに、様々な実施形態において、注文エントリーラインは、領域、画像、数字、文字
、ディスプレイ、デバイス、取引ツール、又は取引画面、に表示され、の上に重ねられ、
と隣接して、と組み合わせられ、又は、と置き換えることができる。例えば、取引エント
リーライン３２０が、価格列３６０内の価格値“９４”と関連付けられた境界（例えば、
価格列３６０の右側の境界）上に重ねられてもよい。注文エントリーライン３３０は、価
格列３６０内の“９５”の価格値と関連付けられた境界（例えば、価格列３６０の右側の
境界）上に重ねられてもよい。注文エントリーライン３４０は、価格列３６０内の価格値
“９６”と関連付けられた境界（例えば、価格列３６０の左側の境界）上に重ねられても
よい。注文エントリーライン３５０は、価格列３６０内の価格値“９７”と関連付けられ
た境界（例えば、価格列３６０の左側の境界）上に重ねられてもよい。
【００７３】
　様々な実施形態において、注文エントリーラインは、直線又はカーブでもよい。例えば
、図３に示すように、注文エントリーラインは、直線である。しかしながら、別の例にお
いて、１以上の注文エントリーラインは、１以上のカーブを含んでいてもよい。さらに、
注文エントリーラインのうち１つ以上が文字、数字、絵、又は他の形状に形作られてもよ
い。例えば、様々な実施形態において、注文エントリーライン３２０は、四角として形作
られて、価格値“９４”と関連付けられた価格列３６０のすべての境界上に重ねられても
よい。別の例において、注文エントリーライン３２０は、数字若しくは、“９”、“４”
又は“９及び４”などの数字のシリーズとして構成されており、価格値“９４”と関連付
けられたすべて又はいくつかのテキストの代わりとして、価格列３６０内に置かれる。
【００７４】
　図４に様々な注文エントリーパラメータをセットするように複数の注文エントリーライ
ンを使用すること、及び様々な注文エントリーパラメータを送信するように注文エントリ
ーラインを使用することを示している。図４は、取引画面４００を示す。取引画面４００
は、カーソル４０２と複数の注文エントリーライン４１０－４３２を含んでいる。複数の
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注文エントリーライン４１０－４３２は、異なる注文エントリーパラメータと関連付けら
れてもよい。各注文エントリーラインが、異なる注文エントリーパラメータにセットする
ように使用されてもよい。
【００７５】
　注文エントリーライン４１０、４１２は、取引可能な対象物パラメータをセットするよ
うに使用されてもよい。例えば、注文エントリーライン４１０は、取引可能な対象物Ａと
関連付けられてもよく、注文エントリーライン４１２は、取引可能な対象物Ｂと関連付け
られてもよい。したがって、カーソル４０２が注文エントリーライン４１２を横切った（
例えば、図４における星によって示される）ときから、注文エントリーパラメータが取引
可能な対象物Ｂにセットされる。しかしながら、カーソル４０２が注文エントリーライン
４１２の代わりに注文エントリーライン４１０を横切ったイベントにおいて、注文エント
リーパラメータは取引可能な対象物Ａにセットされ得る。取引可能な対象物Ａは、取引可
能な対象物Ｂと同じか、又は違ってもよい。
【００７６】
　様々な実施形態において、注文エントリーラインは、すべて又はいくつかの取引戦略、
例えば、スプレッドを表してもよい。例えば、注文エントリーラインは、複数（例えば、
２つ以上）の取引可能な対象物と関連付けられてもよい。注文エントリーラインは、スプ
レッドの複数のレグ（legs）に対応してもよい。しかしながら、別の例として、トレーダ
は、別の取引可能な対象物と関連付けられた複数の注文エントリーラインを横切ることに
よって取引戦略をそれぞれ選択してもよい。
【００７７】
　注文エントリーライン４１４、４１６が、注文タイプパラメータをセットするように使
用されてもよい。注文エントリーライン４１４は、“買い”と関連付けられてもよく、注
文エントリーライン４１６は、“売り”と関連付けられてもよい。図４の例において、カ
ーソル４０２が注文エントリーライン４１２を横切った（例えば、図４における星によっ
て示される）ときから、注文エントリーパラメータは“売り”にセットされる。しかしな
がら、カーソル４０２が、注文エントリーライン４１６の代わりに注文エントリーライン
４１４を横切ったイベントにおいて、注文エントリーパラメータは“買い”にセットされ
る。
【００７８】
　注文エントリーライン４１８－４２４は、量パラメータをセットするように使用されて
もよい。例えば、注文エントリーライン４１８は、第１の量値と関連付けられてもよく、
注文エントリーライン４１８は、第２の量値と関連付けられてもよく、注文エントリーラ
イン４２２は、第３の量値と関連付けられてもよく、注文エントリーライン４２４は、第
４の量値と関連付けられてもよい。図４の例において、カーソル４０２が注文エントリー
ライン４１２を横切った（例えば、図４における星によって示される）ときから、量値が
第２の量値にセットされる。同様に、カーソル４０２が他の注文エントリーライン４１８
、４２２、又は４２４のうちの１つを横切ったイベントにおいて、量パラメータが、関連
付けられた量値にセットされる。第１、第２、第３、第４の量値は、互いに同じであるか
、又は異なってもよい。
【００７９】
　注文エントリーライン４２６－４３０は、価格パラメータとしてセットされるように使
用されてもよい。例えば、注文エントリーライン４２６は、第１の価格値と関連付けられ
てもよく、注文エントリーライン４２８は、第２の価格値と関連付けられてもよく、及び
注文エントリーライン４３０は、第３の価格値と関連付けられてもよい。図４の例におい
て、カーソル４０２が注文エントリーライン４１２を横切った（例えば、図４における星
によって示される）ときから、価格パラメータが第２の量値にセットされる。同様に、カ
ーソル４０２が注文エントリーライン４２８又は４３０を横切ったイベントにおいて、価
格パラメータは、関連付けられた価格値にセットされる。第１、第２、第３の価格値は、
互いに同じか又は異なっていてもよい。
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【００８０】
　注文エントリーライン４３２は、様々な注文エントリーパラメータを送信するように使
用されてもよい。注文エントリーライン４３２は、注文エントリーライン４１０－４３０
を使用してセットする注文エントリーパラメータ、いくつかの追加の注文エントリーパラ
メータ（例えば、プリセット値又はデフォルト値と関連付けられた）、又はいくつかのそ
れらの組み合わせを送信するためのコマンドと関連付けられてもよい。図４の例において
、カーソル４０２が注文エントリーライン４１２を横切った（例えば、図４における星に
よって示される）ときから、関連付けられた注文エントリーパラメータが、例えば、サー
バサイドデバイス、又はゲートウェイを介して交換システムに送信されてもよい。注文エ
ントリーラインは、インサイドマーケットから、＋１、－１に対応できる。
【００８１】
　様々な実施形態において、注文エントリーラインのうち１つ以上は、取引画面上の位置
を動的に変化させてもよい。移動は、例えば、カーソル４０２の位置、横切った注文エン
トリーラインの位置、又はカーソル４０２の予測された位置に基づいてもよい。注文エン
トリーラインの移動は、カーソルが注文エントリーラインを横切るように移動するために
必要な距離を最小にしてもよい。例えば、図４に示されるように、注文エントリーライン
４３２は、注文エントリーライン４３２と注文エントリーライン４２６（例えば、最後に
横切った注文エントリーライン）との間の距離が最小になる、又は小さくなるように、方
向４４０に動的に移動させてもよい。結果として、注文エントリーラインの位置は、ユー
ザの操作に基づいて動的に変更してもよい。
【００８２】
Ｂ．注文エントリー領域
　図５Ａは、取引画面５００の例を示す。取引画面５００は、１以上の注文エントリー領
域、例えば、注文エントリー領域５１０－５４０を含んでもよい。各注文エントリー領域
は、１以上の注文エントリーパラメータ、１以上の注文エントリーパラメータを送信する
ためのコマンド、又はそれらの組み合わせと関連付けられてもよい。例えば、図５の例と
して、注文エントリー領域５１０は、“９７”の価格値と“買い”の注文タイプと関連付
けられてもよい。注文エントリー領域５２０は、“９６”の価格値と“買い”の注文タイ
プと関連付けられてもよい。注文エントリー領域５３０は、“９５”の価格値と“売り”
の注文タイプと関連付けられてもよい。注文エントリー領域５４０は、“９４”の価格値
と“売り”の注文タイプと関連付けられてもよい。
【００８３】
　１つの、いくつかの、又はすべての注文エントリー領域５１０－５４０は、ボーダー５
０４と１以上の注文エントリーゲート５０６を含んでもよい。ボーダー５０４は、カーソ
ル５０２が、注文エントリー領域に入ること又は出ることを防止することができ、注文エ
ントリーゲート５０６は、注文エントリー領域を入ること又は出ることを可能にしてもよ
い。カーソル５０２は、ボーダー５０４を横切ることができないが、注文エントリーゲー
ト５０６を通って移動することができる。注文エントリーゲート５０６は、ボーダー５０
４の開口である。様々な実施形態において、注文エントリーゲート５０６は、レジスタン
スを提供してもよい。例えば、注文エントリーゲート５０６は、特定の時間に閉じられて
、他の時間で開いてもよい。ユーザは、例えば、ボタンを押すこと、カーソル５０２を用
いて注文エントリーゲート５０６を“タッピングする”、又は注文エントリーゲート５０
６を開口するための他の動作によって、注文エントリーゲートを開いてもよい。注文エン
トリー領域に入る又は出ることを試みるとき、カーソル５０２は、例えば、インプットデ
バイスを使用するユーザによって、注文エントリーゲート５０６を通るように操作される
。これは、注文エントリーゲート５０６を開口することを含んでもよい。ボーダー５０４
と１以上の注文エントリーゲート５０６は、任意の形状、サイズ、又は位置で形成されて
もよい。
【００８４】
　カーソルが注文エントリー領域内に操作されるとき、１以上の注文エントリーパラメー
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タがセットされてもよく、送信されてもよく、又はセットと送信の両方がされてもよい。
例えば、図５Ａに示されるように、カーソル５０２が注文エントリーゲート５０６を通っ
て、注文エントリー領域内に操作される、即ち進められるとき、価格パラメータが“９５
”の値にセットされてもよく、注文タイプパラメータが“売り”の値にセットされてもよ
い。様々な実施形態において、必須ではないが、価格パラメータと注文タイプパラメータ
はまた、注文エントリー領域５３０に入るカーソル５０２に反応して、即時に又は遅れて
、送信される。同様に、価格パラメータと注文タイプパラメータは、カーソル５０２が中
に入った注文エントリー領域がどれであるかによって、他の値にセットされてもよい。
【００８５】
　図５Ｂは、複数のエントリーゲート、例えば、注文エントリーゲート５７２－５７８を
用いた注文エントリー領域を示す。注文エントリーゲートの１つ１つは、１以上の注文エ
ントリーパラメータをセットすること、送信すること、又はセットすることと送信するこ
との両方と関連付けられている。様々な実施形態において、注文エントリーゲートは、１
以上の注文エントリーパラメータをセットする、送信する、又はセットと送信の両方をす
るように使用されてもよい。例えば、図５Ｂに示されるように、第１の注文エントリーゲ
ート５７２は、取引可能な対象物Ａと関連付けられてもよい。注文エントリーゲートは、
第１の価格値で買うことと関連付けられてもよい。注文エントリーゲート５７６は、第２
の価格値で買うことと関連付けられてもよい。注文エントリーゲート５７８は、第３の価
格値で買うことと関連付けられてもよい。図５Ｂの例として、カーソル５０２が注文エン
トリーゲート５７２を通って移動した後に、取引可能な対象物パラメータが取引可能な対
象物Ａにセットされてもよく（例えば、注文エントリーゲート５７２の近くの星によって
示されるように）、及び注文タイプパラメータは、カーソル５０２が注文エントリーゲー
ト５７８を通って移動した後に（例えば、注文エントリーゲート５７８の近くの星によっ
て示されるように）、“買い”にセットされてもよい。
【００８６】
　図５Ｃは、注文エントリー領域のシリーズ（例えば、２以上を含む）５８０を示す。注
文エントリー領域のシリーズ５８０は、１以上の注文エントリーパラメータをセットする
、送信する、又はセットして送信するように使用されてもよい。例えば、図５Ｃに示され
るように、注文エントリー領域５８２は、価格パラメータをセットするように使用されて
もよく、及び注文エントリー領域５８４は、価格パラメータを送信するように使用されて
もよい。別の例において、注文エントリー領域５８２は、価格パラメータをセットするよ
うに使用されてもよく、注文エントリー領域５８４が、量パラメータをセットするように
使用されてもよい。さらに別の例において、注文エントリー領域５８２は、価格パラメー
タをセットするように使用されてもよく、注文エントリー領域５８４は、中から選択する
ように複数のデフォルトパラメータがあるイベントにおいて、例えば、デフォルトパラメ
ータを選択するように使用されてもよい。
【００８７】
　注文エントリー領域のシリーズ５８０は、例えば、注文エントリーパラメータの組み合
わせが選択されてセットされるように、追加の注文エントリー領域を含んでもよい。注文
エントリー領域が任意の形式において表示されてもよい。例えば、注文エントリー領域は
、列、行、又は互いに関連する角度で表示されてもよい。さらに、注文エントリーゲート
の１つ以上のサイズ及び形状が変更されてもよい。例えば、注文エントリーゲートを注文
エントリー領域側に沿って置かれる代わりに、注文エントリーゲートのコーナーに注文エ
ントリーゲートが配置されてもよい。
【００８８】
　図６Ａと図６Ｂは、ボーダーなしの注文エントリー領域内にカーソルを移動させる様々
な例を示す。より具体的には、図６Ａは、ボーダーなしの注文エントリー領域内にカーソ
ルを移動することを示し、図６Ｂは、注文エントリー領域の小領域内にカーソルを移動す
ることを示す。
【００８９】
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　図６Ａは、取引画面６００の例を示す。上述したように、取引画面は、１以上の注文エ
ントリー領域を含んでもよい。例えば、図６Ａに示されるように、取引画面６００は、注
文エントリー領域６１０、６２０、６３０、６４０を含む。カーソル６０２は、例えば、
インプットデバイスを使用したユーザの制御の下、注文エントリー領域６３０内に移動す
る。
【００９０】
　注文エントリー領域は、カーソルが注文エントリー領域を入ること又は出ることを防止
するボーダーを含んでいなくてもよい。ボーダーなしでは、カーソル６０２は、任意の方
向から注文エントリー領域に入ってもよく、又は出てもよい。注文エントリー領域は、１
以上の取引ツールを重ねてもよい。例えば、図６Ａに示されるように、注文エントリー領
は、すべて又はいくつかのビッド量列、価格列、及びアスク量列に重ねてもよく、又は表
示されてもよい。他の実施形態において、注文エントリー領域は、１つの取引ツールに重
ねてもよく、又は表示してもよい。例えば、注文エントリー領域は、価格列のみに重ねて
もよい。
【００９１】
　図６Ａにおいて、注文エントリー領域６１０は、“９７”の価格値と“買い”の注文タ
イプと関連付けられている。注文エントリー領域６２０は、“９６”の価格値と“買い”
の注文タイプと関連付けられている。注文エントリー領域６３０は、“９５”の価格値と
“売り”の注文タイプと関連付けられている。注文エントリー領域６４０は、“９４”の
価格値と“売り”の注文タイプと関連付けられている。
【００９２】
　カーソル６０２が、注文エントリー領域６３０内に移動するイベントにおいて、価格パ
ラメータは、“９５”の価格値にセットされてもよく、注文タイプパラメータは、“売り
”の値にセットされてもよい。同様に、カーソル６０２が、他の注文エントリー領域６１
０、６２０、６４０のうち１つの中に移動されるイベントにおいて、価格パラメータと注
文タイプパラメータは、関連付けられた値に関連してセットされてもよい。
【００９３】
　様々な注文エントリーパラメータは、カーソル６０２が注文エントリー領域６３０内に
移動するのに応じて送信されてもよい。しかしながら、他の実施形態において、分割され
た、独立の注文エントリーアクションが、様々な注文エントリーパラメータを送信するよ
うに行われてもよい。
【００９４】
　注文エントリー領域は、同じ又は異なる注文エントリーパラメータと関連する１以上の
小領域を含んでもよい。例えば、図６Ｂに示すように、注文エントリー領域６３０は、小
領域６３２、小領域６３４、及び小領域６３６を含んでもよい。小領域６３２－６３６は
、量パラメータと関連付けられてもよい。例えば、小領域６３２は、“１”の量と関連付
けられてもよく、小領域６３４は、“５”の量と関連付けられてもよく、及び小領域６３
６は、“１０”の量と関連付けられてもよい。したがって、カーソル６０２が注文エント
リー領域６３０内に移動させられるときに価格パラメータと注文タイプパラメータをセッ
トすることに加えて、カーソル６０２がどの小領域内に移動するかに応じて量パラメータ
がセットされてもよい。例えば、図６Ｂに示されるように、カーソル６０２が小領域６３
６内に移動されると、量パラメータは、“１０”の値にセットされてもよい。同様に、カ
ーソル６０２が小領域６３２又は６３４に移動されたイベントにおいて、量パラメータは
、対応する値にセットされてもよい。
【００９５】
Ｃ．注文エントリーボタン
　図７と図８は、注文エントリーアクションを行うように注文エントリーボタンを使用す
る様々な実施形態を示す。より具体的に、図７は、様々な注文エントリーアクションを示
し、図８は、操作中の注文エントリーボタンを使用する例を示す。
【００９６】
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　図７は、例えば、ユーザの指７１０によってアクティブにされ得る例示的な注文エント
リーボタン７００を示す。注文エントリーボタン７００は、キーボード、マウス、タッチ
スクリーン、又は他のインプットデバイス上に配置されてもよい。注文エントリーボタン
７００は、１以上の注文エントリーアクションと関連付けられてもよい。
【００９７】
　様々な実施形態において、注文エントリーアクションは、注文エントリーボタン７００
を押すこと（例えば、矢印７２０によって表されるように）を含んでもよい。ユーザの指
７１０が注文エントリーボタン７００を“アップ”状態から“ダウン”状態に動かすとき
、注文エントリーアクションが行われてもよい。例えば、価格パラメータなどの注文エン
トリーパラメータは、注文エントリーボタン７００が押されたときにセットされてもよい
。
【００９８】
　様々な実施形態において、注文エントリーアクションは、“ダウン”状態において、注
文エントリーボタン７００を、例えば、少なくとも任意の事前に設定された時間の長さ又
はほぼ実際に時間がない長さ（例えば、それを押すだけ）の間、保持すること（例えば、
図７に示される位置７３０で保持されることによって表される）を含んでもよい。時間の
長さは、システムに応じて又はユーザの好みによって変更してもよい。実施形態において
、注文エントリーボタン７００が“ダウン”状態に保持されている時間は、注文エントリ
ーパラメータを決定するように使用されてもよい。例えば、注文エントリーボタン７００
を０．２５秒の間ダウンに保持することは、“１”の値に量パラメータをセットしてもよ
く、注文エントリーボタン７００を０．５秒の間ダウンに保持することは、“５”の値に
量パラメータをセットしてもよく、又は注文エントリーボタン７００を１秒の間ダウンに
保持することは、“１０”の値に量パラメータをセットしてもよい。この例における時間
の長さは、説明のためである。任意の時間の長さが使用されてもよい。ディスプレイウィ
ンドウは、注文エントリーボタン７００をどのくらいの時間ダウンに保持しているのか、
又はセットされるであろう値を示すように取引画面上に表示されてもよい。さらに別の実
施形態において、注文エントリーボタン７００を“ダウン”状態に保持することが、別の
注文エントリーアクションを有効にしてもよい。例えば、いくつかの注文エントリーアク
ションが、注文エントリーボタン７００がダウンに保持された場合のみ有効になるように
してもよい。
【００９９】
　様々な実施形態において、注文エントリーアクションは、注文エントリーボタンを解除
すること（例えば、矢印７４０によって表される）を含んでもよい。ユーザの指７１０が
注文エントリーボタン７００を“ダウン”状態から“アップ”状態にする（例えば、ばね
）ことが可能なときに、注文エントリーアクションが、行われてもよい。例えば、価格パ
ラメータなどの注文エントリーパラメータは、注文エントリーボタン７００が解除された
ときにセットされてもよい。別の例において、注文エントリーアクションは、注文エント
リーボタン７００を解除することによって有効になってもよい。注文エントリーアクショ
ンが注文エントリーボタンを解除することと関連付けられている実施形態において、ユー
ザが注文エントリーアクションを取らないでも注文エントリーボタンを解除することがで
きる別々のユーザアクション（例えば、キーボード上のＥｓｃキーを押すこと）があって
もよい。
【０１００】
　図７に示される、１つの、いくつかの、又はすべての様々な実施形態は、互いに組み合
わせてもよい。例えば、図８は、図７に示す様々な実施形態を組み合わせた例を示す。図
８において、注文エントリーボタン８１０は、数字キーパッド上の３キーであってもよく
、“９４”の価格値と“買い”の注文タイプと関連付けられている。注文エントリーボタ
ン８２０は、数字キーパッド上の６キーであってもよく、“９５”の価格値と“買い”の
注文タイプと関連付けられている。注文エントリーボタン８３０は、数字キーパッド上の
４キーであってもよく、“９６”の価格値と“売り”の注文タイプと関連付けられている
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。注文エントリーボタン８４０は、数字キーパッド上の７キーであってもよく、“９７”
の価格値と“売り”の注文タイプと関連付けられてもよい。関連付け又は選択されたキー
は、図８に示されるものに限定されない。任意の関連付け又はキーが使用されてもよい。
図８は、単にいくつかの実施形態の様々な概念を示しているに過ぎない。
【０１０１】
　注文エントリーボタン８１０が押されるイベントにおいて、価格パラメータが“９４”
の価格値にセットされ、注文タイプが“買い”にセットされる。注文エントリーボタン８
１０は、量パラメータをセットするようにダウンに保持されてもよい。例えば、注文エン
トリーボタン８１０を１秒間ダウンに保持することは、量パラメータを“５”にセットさ
れてもよい。最終的に、価格、注文タイプ、量パラメータ、のうち１つ、いくつか、又は
すべては、注文エントリーボタンが解除されたときに、送信されてもよい。
【０１０２】
Ｄ．ジェスチャー
　様々な実施形態において、取引デバイスは、インプットデバイスとして、モーション検
出デバイス、例えば、カメラ、赤外線センサ、モーション検出ヘッドセット、又は映像検
出ヘッドセットを含んでもよい。モーション検出デバイスは、ジェスチャーを検出するよ
うに適合されてもよい。本明細書で使用されるように、ジェスチャーは、１以上の手、腕
、体、頭、顔、目、口、唇の移動、アクション、又は位置であってもよく、若しくは、思
考、要求、アイディア、意見、又は感情を表しているジェスチャーデバイスであってもよ
い。したがって、１以上のジェスチャーが注文エントリーアクションであってもよい。
【０１０３】
　図９は、モーション検出デバイスを用いた取引デバイスを示す。図１０－１２は、例示
的なジェスチャーを示す。
【０１０４】
　図９は、例示的な取引デバイス９００を示す。取引デバイス９００は、図１の取引デバ
イス１１０と同じか又は同等であってもよい。図９に示されるように、取引デバイス９０
０は、モーション検出デバイス９１０とディスプレイデバイス９２０を含んでもよい。加
えて、別の、又はより少ないコンポーネントが提供されてもよい。例えば、取引デバイス
９００は、複数のモーション検出デバイス、複数のディスプレイデバイス、又はそれらの
組み合わせを含んでもよい。別の例において、以下に説明されるように、取引デバイス９
００は、ジェスチャーデバイスを含んでもよい。
【０１０５】
　モーション検出デバイスは、ユーザ９３０の１以上のジェスチャーを検出するように適
合された、カメラ、赤外線センサ、モーション検出ヘッドセット、又は映像検出ヘッドセ
ット、任意のそれらの組み合わせ、又はいくつかの他のデバイスであってもよい。取引デ
バイス９００は、注文エントリーアクションとしてジェスチャーを使用するように適合さ
れてもよい。ジェスチャーは、別の注文エントリーアクションが可能なように、１以上の
注文エントリーパラメータをセットするように、１以上の注文エントリーパラメータを送
信するように、又はそれらのいくつかの組み合わせとなるように使用されてもよい。
【０１０６】
　様々な実施形態において、モーション検出デバイス９１０は、ユーザ９３０によって作
成される動作及びサインを検出するように適合される。例えば、図１０に示されるように
、注文タイプパラメータは、ユーザがユーザの右手１０１０を右に振ったとき（例えば、
矢印１０２０によって示される）、“買い”にセットされてもよく、ユーザがユーザの右
手１０１０を左に振ったとき（例えば、矢印１０３０によって示される）、“売り”にセ
ットされてもよい。さらに、ユーザの指は、追加の注文エントリーパラメータをセットす
る又は様々な注文エントリーパラメータを送信するように使用されてもよい。例えば、量
パラメータは、ユーザが１本（１）の指１０４０を立てるとき、１（１）の値がセットさ
れてもよい。しかしながら、量パラメータは、ユーザが３本（３）の指１０５０を立てる
とき、３（３）の値をセットしてもよい。指と値との間の比率は、１対１の比率又は単に
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関連付けられた比率であってよい。例えば、２本（２）の指を立てることは、量パラメー
タを５（５）にセットしてもよい。
【０１０７】
　他の例において、図１１と図１２に示すように、従来の１以上のオープンアウトクライ
ピット取引動作が注文エントリーアクションとして行われてもよい。取引デバイスは、例
えば、モーション検出デバイスを用いて、トレーダがこれらの従来のシグナルを使用して
取引できてもよい。例えば、図１１に示されるように、体に向けられた手のひら１１００
は、買いのアクションを示し、図１２に示されるように、外側に向けられた手のひら１２
００は、売りを示す。価格は、体から離れた腕の長さで示されて、量は顔の近くに表示さ
れる。１－５の数量は、垂直の指を用いて表示され、６－９は、水平の指を用いて表示さ
れる。１－９の量は、顎のレベルで示され、１０の増加分は、額で示される。
【０１０８】
　様々な実施形態において、ジェスチャーデバイス又はコントローラは、ジェスチャーを
トラッキング又は識別するために使用されてもよい。ジェスチャーデバイスは、モーショ
ン検出デバイスと連動して動作するワンド、ブレスレット、リング、コントローラ、又は
他のデバイスであってもよい。例えば、様々な実施形態において、モーション検出デバイ
スは、赤外線センサであり、ジェスチャーデバイスは、赤外線コントローラであり、例え
ば、コントローラが回転され、持ち上げられ、及び傾けられたときに検出するスイッチを
含んでいる。赤外線センサは、ジェスチャーデバイスの動作を検出してモーションを測定
してもよい。三角測量がモーションを測定するように使用されてもよい。
【０１０９】
　操作中、赤外線コントローラが赤外光のパルスを発信してもよい。パルスは、コントロ
ーラとセンサが同期されたときに特定の周波数を送信してもよい。赤外線コントローラが
パルスを発信するとき、例えば、ディスプレイデバイスの上部に置いてある、赤外線セン
サは、いくつかの異なるポイントと時間でパルスを受信する。コントローラからセンサへ
の時間と距離を使用して、取引デバイスは、三角法を使用してトレーダが行っているジェ
スチャーを計算できる。傾斜、どれくらい高く又は低くジェスチャーデバイスが向けられ
ているかは、水銀スイッチ又は他の態様の傾斜センサを使用して計算できる。
【０１１０】
　図９に戻って、モーション検出デバイス９１０は、ユーザ９２０がどの画面を見ている
のか、あるいは、ユーザが１つの画面上のどの領域を見ているのかを検出するように適合
されてもよい。例えば、モーション検出デバイス９１０は、ユーザ９３０が第１のコンピ
ュータモニタ、第２のコンピュータモニタ、又は第３のコンピュータモニタを見ているか
どうかを検出してもよい。第１のコンピュータモニタは、取引可能な対象物Ａのための市
場深度ツールを表示していてもよい。第２のコンピュータモニタは、取引可能な対象物Ｂ
のための市場深度ツールを表示していてもよい。第３のコンピュータモニタは、取引可能
な対象物Ａのための市場深度ツールを表示していてもよい。
【０１１１】
４．実施可能性
　例えば、注文エントリーアクションが有効な場合、注文エントリーアクションは、１以
上の注文エントリーパラメータをセットし、送信し、又はセットして送信してもよい。例
えば、注文エントリーアクションが動作可能、又はアクティブにされたときに、注文エン
トリーアクションが、有効になる。注文エントリーアクションは、デフォルト設定で有効
であってもよい。しかしながら、他の実施形態において、注文エントリーアクションは、
同じ又は別の注文エントリーアクションによって有効にされてもよい。例えば、いくつか
の実施形態において、カーソルが注文エントリーラインを横切って移動するなどの注文エ
ントリーアクションは、注文エントリーボタンが選択された（例えば、ダウン状態に保持
された）ときのみ有効になる。しかしながら、別の例において、注文エントリーアクショ
ンが検出領域内で行われるときのみ、ジェスチャーなどの注文エントリーアクションが有
効である。検出領域は、モーション検出デバイスが、モーションを検出することが可能な
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領域であってもよい。有効化のための空間領域は、例えば、取引画面の前のボリューム及
び画面の特定の事前に設定された距離内にすることができる。
【０１１２】
５．メッセージの準備
　別の実施形態において、電子取引アプリケーションにおける注文エントリーのためのグ
ラフィカルユーザインターフェースが提供される。グラフィカルユーザインターフェース
は、１以上のライン部によって定められた第１のディスプレイ要素を含んでいる。第１の
ディスプレイ要素は、第１の注文エントリーパラメータと関連付けられている。グラフィ
カルユーザインターフェースは、第１の注文エントリーパラメータがカーソルと第１のデ
ィスプレイ要素との間で検出されたオーバーラップに応じてセットされるように、ユーザ
インプットデバイスの制御下にあるカーソルの位置を監視するように配設される。ユーザ
インターフェース上のパラメータを選択するためにユーザにとって必要な時間は、減少さ
れる。結果として、交換システムに送信するための注文を準備するために必要な時間もま
た減少される。注文メッセージの準備は、速められる。
【０１１３】
　ユーザは、１以上のライン部を使用して注文エントリーパラメータを素早く選択できる
。ユーザがディスプレイ要素をクリックするときにユーザインプットデバイスをアクティ
ブにする代わりに、パラメータは、ディスプレイ要素とカーソルのオーバーラップを検出
することによってセットされる。既知のクリックイベントでは、ユーザはアイコン上にカ
ーソルを正確に配置して、動作を停止し、マウスボタン又は他のインプットをクリックし
なければならない。この実施形態によると、ディスプレイ要素とカーソルとのオーバーラ
ップは、あまり操作を必要としないので、注文エントリーは、連続的なカーソル動作の一
部として達成でき、既知の注文エントリー方法を用いて達成可能なものよりさらに速い。
【０１１４】
　別の実施形態において、グラフィカルユーザインターフェースは、１以上のライン部に
よって定められた第２のディスプレイ要素を含む。第２のディスプレイ要素は、第２の注
文エントリーパラメータと関連付けられる。グラフィカルユーザインターフェースは、第
２の注文エントリーパラメータがカーソルと前述した第２のディスプレイ要素との間で検
出されたオーバーラップに応じてセットされるように、ユーザインプットデバイスの制御
下にあるカーソルの位置を監視するように配設される。これは、多くの注文パラメータの
素早いエントリーを可能にする。複数のディスプレイ要素を提供すること及び各ディスプ
レイ要素と注文パラメータとを関連付けることによって、注文パラメータの範囲がセット
され得、より複雑な注文メッセージを素早く準備されることが可能になる。ディスプレイ
要素とのオーバーラップを検出するステップは、ディスプレイ要素に関するインプットデ
バイスによって取られる限定的なアクションを検出するステップより機械的な処理が少な
いので（例えば、マウスのクリック）、いくつかのディスプレイ要素は、カーソルの１つ
の滑らかな動きと共に選択され得る。
【０１１５】
　別の実施形態において、電子取引アプリケーションにおける注文エントリーのためのグ
ラフィカルユーザインターフェースが提供される。グラフィカルユーザインターフェース
は、１以上のライン部によって定められた第１のディスプレイ要素を含む。第１のディス
プレイ要素は、第１の注文エントリーパラメータと関連付けられている。グラフィカルユ
ーザインターフェースは、第１の注文エントリーパラメータがカーソルと第１のディスプ
レイ要素との間で検出されたオーバーラップに応じてユーザインプットデバイスの制御下
にあるカーソルの位置を監視するように配設される。ユーザインターフェース上のパラメ
ータを選択するためにユーザが必要とする時間が減少する。結果として、交換システムに
送信するための注文を準備するために必要な時間もまた減少する。注文メッセージの準備
は、速められる。
【０１１６】
　ユーザは、１以上のライン部を使用して注文エントリーパラメータを素早く選択するこ
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とができる。ユーザがディスプレイ要素上をクリックするときにユーザインプットデバイ
スをアクティブにする代わりに、パラメータはカーソルとディスプレイ要素のオーバーラ
ップを検出することによってセットされる。既知のクリックイベントでは、ユーザはアイ
コン上にカーソルを正確に配置して、動作を停止し、マウスボタン又は他のインプットを
クリックしなければならない。この実施形態によると、ディスプレイ要素とカーソルとの
オーバーラップは、あまり操作を必要としないので、注文エントリーは、連続的なカーソ
ル動作の一部として達成でき、既知の注文エントリー方法を用いて達成可能なものよりさ
らに速い。
【０１１７】
　別の実施形態において、グラフィカルユーザインターフェースは、１以上のライン部に
よって第２のディスプレイ要素を含む。第２のディスプレイ要素は、第２の注文エントリ
ーパラメータと関連付けられている。グラフィカルユーザインターフェースは、第２の注
文エントリーパラメータがカーソルと前述した第２のディスプレイ要素との間で検出され
たオーバーラップに応じてセットされるように、ユーザインプットデバイスの制御下にあ
るカーソルの位置を監視するように配設されている。これは、多くの注文エントリーを素
早くエントリーすることができる。複数のディスプレイ要素を提供することと各ディスプ
レイ要素と注文パラメータとを関連付けることによって、さらに複雑な注文メッセージを
素早く準備できるように注文パラメータがセットされてもよい。ディスプレイ要素とのオ
ーバーラップを検出するステップは、ディスプレイ要素に関するインプットデバイスによ
って取られる限定的なアクション（例えば、マウスをクリックする）を検出するステップ
より機械的処理が少ないので、いくつかのディスプレイ要素は、カーソルの１つの滑らか
な動きと共に選択され得る。
【０１１８】
　別の実施形態において、グラフィカルユーザインターフェースは、第１の複数の同一直
線上のディスプレイ要素を有する第１のディスプレイ要素と、第２の複数の同一直線上の
ディスプレイ要素を有する第２のディスプレイ要素を含む。第１の複数の同一直線上のデ
ィスプレイ要素は、第１の注文エントリーパラメータのための第１のセットの値と関連付
けられており、第２の複数の同一直線上のディスプレイは、第２の注文エントリーパラメ
ータのための第２のセットの値と関連付けられている。グラフィカルユーザインターフェ
ースは、第１の注文エントリーパラメータがカーソルと第１の複数の同一直線上のディス
プレイ要素との間で検出されたオーバーラップに応じて第１のセットからの値と共にセッ
トされ、第２の注文エントリーパラメータがカーソルと第２の複数の同一直線上のディス
プレイ要素との間で検出されたオーバーラップに応じて第２のセットからの値と共にセッ
トされるように、カーソルの位置を監視するように配設されている。これは、１つより多
くのパラメータのための値を正確に選択するための方法を提供する。
【０１１９】
　１つより多くのパラメータのためのパラメータ値は、注文を素早くエントリーするとき
に、正確に選択され得る。各ディスプレイ要素が注文パラメータの値と関連するディスプ
レイ要素のセットを提供することによって、及びライン内のディスプレイ要素のセットを
配設することによって、ユーザは、ユーザインプットデバイスの素早い動作で所望の値を
正確に選択することができる。特定のユーザインターフェースは、複数の注文パラメータ
のためのパラメータ値を選択するように、同一直線上の配置と垂直な方向における移動経
路に沿ってユーザがカーソルを移動させることを可能にすることができる。他の値のため
のディスプレイ要素が、この移動経路から離れて配置されるので、注文パラメータのため
の間違った値を偶然選択する機会は、減少する。
【０１２０】
　実施形態において、グラフィカルユーザインターフェース、例えば、前述したいくつか
のグラフィカルユーザインターフェースは、注文メッセージを送信するためのコマンドと
関連した第３のディスプレイ要素を含んでもよい。グラフィカルユーザインターフェース
は、少なくとも１つの第１の注文エントリーパラメータを有する注文メッセージがカーソ
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ルと第３のディスプレイ要素との間で検出されたオーバーラップに応じて電子取引所に送
信されるように、カーソルの位置を監視するように配設される。これは、注文の送信が素
早く選択されるようにすることができる。結果として、電子取引所に注文を送信すること
が速められる。
【０１２１】
　実施形態において、注文パラメータをセットするための第１のディスプレイ要素と、注
文を送信するためのさらなるディスプレイ要素が提供される。両方の要素を使用すること
は、１つの、速い、連続したカーソル移動が注文パラメータをセットすることとメッセー
ジを送信することの両方を可能にする。これは、パラメータを表すアイコンをクリックす
るための第１のアクションと、メッセージを送信するようにアイコンをクリックするため
のさらなるアクションを必要とする既知のソリューションと異なる。これらのアクション
の両方は、カーソルと各アイコンを正確に同一の場所に配置するようにカーソルを減速す
ることとカーソルが各クリックイベントを登録するために静止する期間を必要とする。ク
レームされた発明を使用するときは、減速動作と静止動作のこれらの期間が回避され得る
。
【０１２２】
　実施形態において、少なくとも第１のディスプレイ要素を有するグラフィカルユーザイ
ンターフェースは、カーソルがラインを横切るときにカーソルと第１のディスプレイ要素
との間で検出されたオーバーラップを含む。ラインは、インプットデバイス（例えば、マ
ウス又はタッチスクリーン）によって、作成されるカーソル移動に特に適合される。ユー
ザインプットデバイスの制御下にあるカーソルを使用してラインを横切ることは、素早い
ジェスチャー又は連続したカーソル移動の一部を用いて行われる。注文パラメータをセッ
トするためのディスプレイ要素は、ラインを含む。カーソルがラインを横切るとき、注文
パラメータがセットされる。カーソルをラインからの狭い画素群に合わせることは難しい
ので、ラインをクリックイベントのために選択することは難しい。しかしながら、カーソ
ル移動の一部、例えば、直線ジェスチャーとしてラインを横切らせることは容易である。
したがって、ラインの使用は、滑らかなカーソル移動の一部として注文パラメータをセッ
トすることを容易にし、ユーザによって素早く行うことができ得る。
【０１２３】
　実施形態において、少なくとも第１のディスプレイ要素は、複数のライン部によって定
められたボーダーと注文エントリーゲートを有する注文エントリー領域を含む。ボーダー
は、カーソルの移動をブロックするように形成されており、カーソルが注文エントリーゲ
ートに入ってボーダー内にあるとき、カーソルと各ディスプレイ要素との間でオーバーラ
ップの検出がされるようになっている。これは、注文パラメータのより正確なセッティン
グを提供する。注文エントリー領域の形でディスプレイ要素を提供することによって、注
文パラメータは、カーソルがボーダーによって定められる領域の内部に入った時にセット
されるだけである。ボーダーは、カーソルの移動を制限するので、注文エントリー領域は
、注文エントリーゲートを通って入ることだけができる。これは、特定のカーソル移動後
にカーソルとディスプレイ要素のオーバーラップのみが可能なので、ディスプレイ要素を
偶然アクティブにする可能性を小さくする。
【０１２４】
　実施形態において、注文エントリーゲートは、ユーザインプットデバイスのインプット
を使用して注文エントリーゲートを通ってボーダー内のカーソル移動をできるように形成
されている。注文エントリー領域内への偶然のエントリーを防止でき得る。注文エントリ
ー領域内への偶然のエントリーは、ユーザインプットデバイスのインプットに基づいて注
文エントリーゲートを選択的にアクティブにすることによって防止される。例えば、カー
ソル移動は、注文エントリー領域との衝突を示す場合、ユーザが領域と関連付けられたパ
ラメータをセットしたくない場合、それらはユーザインプットを提供することを控えるこ
とができる。カーソルは、その後注文エントリー領域に入ることができないであろう。
【０１２５】
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　実施の形態において、グラフィカルユーザインターフェースは、ユーザの操作に基づい
て少なくとも１つのディスプレイ要素の位置を動的に変化するように配設される。これは
、ディスプレイ要素をより素早く要素を選択できる位置に移動させることを可能にする。
ディスプレイ要素の位置を動的に変化することによって、要素はユーザによってより速く
選択できるような位置に配置できる。例えば、第１のディスプレイ要素が画面の左上のコ
ーナー内にあってもよく、第２のディスプレイ要素が画面の右下内にあってもよい。ユー
ザの操作が第１のディスプレイ要素の選択を含む場合、第２のディスプレイ要素は、第１
のディスプレイ要素の近くに移動されてもよく、例えば、右下のコーナーから左上のコー
ナーの近くに位置するように移動される。このようにして、ユーザは第２のディスプレイ
要素を重ねるようにカーソルをより速く移動させることができ、それから第２のディスプ
レイ要素をアクティブにすることができる。
【０１２６】
　実施形態において、グラフィカルユーザインターフェースは、カーソルの位置、すでに
アクティブにされたディスプレイ要素の位置、又はカーソルの予測された位置のうち１以
上に基づいて少なくとも１つのディスプレイ要素の位置を動的に変化するように配設され
る。
【０１２７】
　実施形態において、少なくとも１つのディスプレイ要素の１以上のライン部は、表示さ
れた注文パラメータ値と関連付けられた領域上に重ねられる。これは、本システム及び方
法を従来のインターフェースに統合させることを可能にする。ディスプレイ要素と既存の
インターフェースにおいて生じる表示されたパラメータ値と関連付けられた領域と重ねる
。したがって、カーソルが領域を横切るとき、表示されたパラメータ値は、任意の追加の
ユーザインプットなしで注文パラメータ値としてセットされ得る。
【０１２８】
　実施形態において、表示された注文パラメータ値は、軸に表示された複数の注文パラメ
ータ値の１つを含む。少なくとも１つのディスプレイ要素は、軸のための境界を形成する
ラインを含む。
【０１２９】
６．結論
　発明は、特定の実施形態を参照して記載されているが、本発明の範囲から逸脱すること
なく様々な変更を行うこと及び置き替えることができるのは当業者によって理解されるで
あろう。さらに、多くの修正は、本発明の精神および範囲から逸脱することなく、特定の
状況又は材料を本発明の教示に適合させてもよい。したがって、発明は、本明細書に開示
された特定の実施形態に限定されるものではないことを意図している。
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